
特定非営利活動法人品川ケア協議会会員規程 

（目的） 

第１条 この規程は、特定非営利活動法人品川ケア協議会定款（以下「定款」という。） 

第６条から第 11 条に規定する会員について、必要な事項を定めることを目的とする。 

（会員の定義） 

第２条 会員とは、特定非営利活動法人品川ケア協議会（以下「当法人」という。）の目

的に賛同し、当法人の構成員として地域福祉の推進のための連携、協働する団体およ

び個人をいう。 

２ 正会員とは、総会において議決権を行使する意思を持った団体または個人の会員を

いう。 

３ 賛助会員とは、議決権を有さない次の団体または個人の会員をいう。 

⑴  法人賛助会員 当法人の目的に賛同し賛助するために入会した団体・法人 

⑵  個人賛助会員 当法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人 

 ⑶ ボランティア会員 当法人の目的に賛同し活動に協力するために入会した団体・

法人または個人 

３ 当法人の社員は、正会員とする。 

（入会） 

第３条 定款第７条の規定による。 

 

（入会手続き及び成立） 

第４条 前条に基づき、申込書が受理されたものは、当法人が別に定める期日までに当

該年度の年会費を納入するものとし、年会費納入の確認をもって入会が成立したもの

とする。 

（入会の拒絶） 

第５条 当法人は、入会申込者が次の各号のいずれかに該当するときは、入会を認めな

いことができるものとする。 

⑴  申込書に虚偽の事項を記載したとき。 

⑵  入会申込者が、かつて除名された者であったとき。 

⑶  暴力団または暴力団構成員、もしくは暴力団構成員と密接な関係を有していたと

き。 

２ 既に会費が入金されている場合には、当該会費から振込手数料等を控除した額を返

金する。 

（年会費） 

第６条 会員が納入する年会費は次のとおりとする。 

⑴  法人正会員      12,000 円 
⑵  個人正会員       6,000 円 
⑶  法人賛助会員     12,000 円 



⑷  個人賛助会員      6,000 円 
⑸  ボランティア賛助会員    0 円 

２ 年会費は毎年４月１日から翌年３月 31 日まで（以下「当該年度」という。）の会費

をいう。 

３ 第９条に基づき、当該年度の途中に会員種別を変更した会員は、当該変更に伴い、

年会費に不足金が生じた場合は、速やかにその差額を納入しなければならない。ま

た、変更後の年会費が既に納入された年会費よりも低くなる場合にあっては、第 13 条

の定めにより差額は返金しない。 

（会員資格の有効期限等） 

第７条 会員資格の有効期限は、第４条に定める入会成立日より当該年度の末日までと

する。 

２ 会員資格の更新にあっては、当該年度ごとに当法人が定める期日までに当該年度の

年会費を納入することで自動的に更新されるものとする。 

３ 当法人は、会員に対し当該年度末日の３ヶ月前から、翌年度会員資格の更新の有無

を確認することができる。 

（会員種別の変更） 

第８条 会員は、当法人事務局（以下「事務局」という。）に会員種別の変更を書面にて

申し出ることで、会員種別を変更することができる。 

２ 理事長は、正当な理由がない限り、会員種別の変更を認めなければならない。 

３ 理事長は、会員種別の変更を認めないときは、理由を付した書面をもって申出者に

その旨を通知しなければならない。 

４ 会員種別の変更できる回数は、当該年度内において１回とする。 

（会員資格の喪失等） 

第９条 会員資格の喪失、会員の退会、会員の除名の各項目については、定款第９条な

いし第 11 条の規定を準用する。 

（会費及び拠出金品の不返還） 

第 10 条 既に納入された会費及びその他の拠出品は、その理由を問わず返還しない。 

（会員の権利等） 

第 11 条 総会は正会員をもって構成し、賛助会員は、総会における議決権を有しない。 

２ 会員は、当法人が行う各種の協働・受託事業活動に参加し、ホームページ等情報交

換の場に参画することができる。 

３ 会員は、その他理事会の定める特典を受けることができる。 

（権利の停止） 

第 12 条 正当な理由がなく第８条に規定する年会費の納入がない場合は、前条に定める

会員の権利を停止する。 

（会員の義務） 

第 13 条 会員は、第７条および第８条の規定により年会費を納入しなければならない。 



２ 会員は、当法人定款、本規程及び理事会の定める規則又は法令を順守しなければな

らない。 

３ 会員は、理事長の定める入会申込書の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに事

務局に変更を届けなければならない。 

４ 会員は、当法人の活動を通じ、知り得た個人情報、当法人の運営に関わる情報及び

理事会が機密事項と定めた情報等を、善良なる管理者の注意義務をもって情報を保管

するものとし、理事会の承諾なく第三者に漏洩してはならない。また、会員資格を喪

失した場合も、この義務は継続される。 

（禁止事項） 

第 14 条 会員は、第 14 条に定める会員の権利を第三者に譲渡若しくは使用させること

はできない。 

２ 会員は、理事会の許可なく、当法人名称若しくはこれを連想させる名称を無断で使

用して活動を行ってはならない。 

３ 会員は、他の会員に対し、特定の宗教を信仰する立場から行われる入信活動若しく

はこれに類似する行為を一切行ってはならない。 

４ 会員は、当法人の活動において特定の政党若しくは候補者を支持する立場から行わ

れる選挙活動若しくはこれに類似する行為を一切行ってはならない。 

５ 会員は、当法人の活動において、理事会の許可なく他の会員若しくはその従業員等

に対し、営利を目的とした営業活動、宣伝活動若しくはこれに類似する行為を一切行

ってはならない。 

（個人情報の収集・利用・提供及びその保護） 

第 15 条 会員は、当法人及び理事会の定める機密保持誓約を順守し、理事会が承認した

外部委託事業者においてのみ業務上必要な範囲で、会員に関する情報を提供すること

ができる。 

２ 当法人、外部委託事業者は、前項により知り得た会員の情報について、会員のプラ

イバシーの保護に十分注意しなければならない。 

（規程の変更等） 

第 16 条 本規程条文を変更・改正・削除する場合は、理事会の決定及び承認を得るもの

とする。 

２ 当法人は、本規程条文の変更・改正・削除を行った場合は、ホームページ等で周知

しなければならない。 

（免責事項） 

第 17 条 会員は、定款、規程、理事会の定める規則及び注意事項等に反し、生じた如何

なる不利益について、当法人に対して損害賠償等を一切申立てることはできない。 

２ 会員が定款、規程、理事会の定める規則及び注意事項等に反し、またはそれに類似

する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員は、当法人が被った損害を当

法人に賠償するものとする。 

３ 会員資格を喪失した場合も、前各項の規定と同じとする。 



（会員間の紛争） 

第 18 条 会員間相互に生じた紛争において、当法人には一切の責務はないものとする。 

２ 会員間相互において生じた紛争において、会員は自己の費用と責任において、解決

するものとし、当法人は一切関知しない。 

（管轄裁判所） 

第 19 条 会員規程及び当法人が行う活動・事業において、紛争が生じた場合の管轄裁判

所は当法人登記上の所在地を管轄する裁判所とする。 

（解釈の疑義） 

第 20 条 本規程について疑義及び紛争が生じたとき、又は本規程に記載のない事項につ

いては、会員と当法人の間で協議の上、円満かつ迅速に解決するものとする。 

（準拠法） 

第 21 条 本規程に関する準拠法は、全て日本国の法令が適用される。 

 

附則 

第１条 本規程は 2025（令和７）年４月１日より適用する。 

第２条 本規程の適用に伴い「特定非営利活動法人品川ケア協議会賛助会員規程（2016

年４月１日実施）」は、本規程適用日をもって廃止する。 



特定非営利活動法人品川ケア協議会入会申込書 

特定非営利活動法人品川ケア協議会 

理事長 渡邉 義弘 様 

私は、特定非営利活動（NPO）法人品川ケア協議会の定款等に定める目的に賛同

し、その他諸事項を遵守し貢献することを誓い、以下のとおり正会員（団体・個人）

または賛助会員（団体・個人）を申し込みます。 

会員種別 

入会を希望する会員種別および団体・個人の別をチェックしてください。 

□ 正会員   （ □ 団体  □ 個人 ） 

□ 賛助会員   （ □ 団体  □ 個人 ） 

団体名等 

（正会員・ 

賛助会員） 

団体名 
（フリガナ） 

 

代表者 

職・氏名 

（フリガナ） 

                                                                               

所在地 

〒999-9999 

 

連絡先            

電話番号  

FAX 番号  

メールアドレス ＠ 

業種・業態  

個人名等 

（正会員・ 

賛助会員） 

氏 名 

（フリガナ） 

 

住 所            

〒999-9999 

 

連絡先 
電話番号  

メールアドレス  

所属事業所名  

＊入会申し込みに係る遵守事項 
１ 団体の場合：品川区内に福祉関係の事業所が所在（登記）していること。 
２ 個人の場合：品川区に在住・在勤（福祉関係事業所に勤務）していること。 
３ 入会を申し込む団体および個人は、暴力団その他の反社会勢力またはその構成員であってはならな
いこと。 

４ 入会を認められた団体および個人は、別に定める入会金および会費を期限までに納入すること。 
５ 裏面「個人情報の取り扱いについて」をご確認ください。 



 

個人情報の取り扱いについて 

 個人正会員および個人賛助会員として、NPO 法人品川ケア協議会 Web およびパン

フレット等に貴方の氏名を掲載、公表してもよろしいでしょうか。 

どちらかに○をお付け下さい。 

（  ）掲載してよい    （  ）掲載しない 

 

１．入会申込書でご提供いただいた個人情報は、NPO 法人品川ケア協議会の個人情

報保護方針に基づき、安全かつ厳重に管理いたします。 

 

２．個人情報は、NPO 法人品川ケア協議会に関する事務手続きのみに使用します。 

（個人情報をお知らせいただけなかった場合、会員として登録できない場合

があります）。 

ただし、NPO 法人品川ケア協議会からセミナーや講演会等の開催案内を希 

望する場合には、その案内のためにも使用します。 

３．個人情報は、ご同意なく第三者に開示・提供・預託することはありません。 

４．個人情報の開示・訂正・削除については、以下の窓口までご相談下さい。 

＜個人情報に関する問い合わせ窓口＞ 

電 話：03-5751—7220（NPO 法人品川ケア協議会事務局 分室） 

e-mail: bunshitsu@carekyo.jp 
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